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はじめに 

 

 

 

 

本町では、平成 13年度に男女共同参画社会基本法に基づく「大井町男女共同参画プラン」

を、平成 26年度には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律にも基づい

た「大井町男女共同参画プラン改訂版」（以下、「前プラン」という。）を策定し、男女共同

参画社会の実現に向け、さまざまな取組みを進めてまいりました。 

前プラン策定以降、少子高齢化や人口減少が進行するなかで、「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」や「働き方改革を推進するための関係法律の

整備に関する法律（働き方改革関連法）」が制定されるなど、女性の活躍に向けた法整備が

進んでおります。また、2015年の国連サミットでは「持続可能な開発のための 2030アジェ

ンダ」が採択され、国際社会共通目標である 17の目標（ＳＤＧｓ）の中に「ジェンダー平

等を実現しよう」が設定されるなど、国際的にも男女共同社会の実現をめざす動きが活発

になっています。 

一方で、昨年３月に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧ

Ｉ）」では、日本は 156か国中 120位となっており、また令和元年度から発生した新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大によってＤＶや性暴力の増加・深刻化、女性の雇用や所得へ

の影響等の問題が顕在化するなど、男女共同参画の視点の重要性が増している状況にあり

ます。 

こうした中、前プランの計画期間が令和３年度で終了することから、この間の取組みの

成果や課題等をふまえ、本町における男女共同参画社会の形成がより一層促進されるよう

「大井町男女共同参画プラン（第３次）」（以下、「本プラン」という。）を策定いたしまし

た。 

町民の皆様の御理解、御協力をいただきながら、本プランを着実に推進し、男女共同参

画社会の実現に向けて努力してまいりたいと考えております。 

最後になりますが、本プランの策定にあたり、御審議いただきました大井町男女共同参

画社会推進委員会委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をお寄せいただきました町民の皆様

に心からお礼を申し上げます。 

 

令和４年２月 

大井町長  小 田 眞 一  
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第１章 プランの改訂にあたって 

 

１ プラン改訂の趣旨 

本町では、平成 27年３月に「大井町男女共同参画プラン改訂版」を策定し、さまざまな

施策を推進してきましたが、計画期間が終了すること、また国における「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律」の制定や第５次男女共同参画基本計画の策定、国際的

なＳＤＧｓの推進などの社会情勢の変化に対応するため、これまでのプランの施策を引き

継ぎ、「大井町男女共同参画プラン（第３次）」を策定するものです。 

 

２ プランの位置づけ 

本プランは、男女共同参画社会（男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会（男女共同参画社会基本法第２条））の形成をめざし、男女共同参画社会基本法第 14条

第３項で定められた市町村男女共同参画計画として策定するものであり、大井町第６次総

合計画「つなごう！大井未来計画」を上位計画とした個別計画です。 

また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項及び

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に規定された市町村基本

（推進）計画として位置付けています。 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会基本法（抜粋） 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村

男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抜粋） 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければなら

ない。 
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３ プランの期間 

男女共同参画基本計画及び県男女共同参画計画を勘案し、本プランの計画期間は、令和

４年度から令和８年度までの５年間とします。ただし、社会情勢の変化等に応じて必要が

ある場合には、計画期間内でも見直しを行います。 

 

４ 男女共同参画をめぐる動向 

 国では、平成 28 年に策定された「ニッポン一億総活躍プラン」のもと、「働き方改革を

推進するための関係法律の整備に関する法律」や「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律の一部を改正する法律」といった、女性の活躍を推進するための法律・制度が

整備されるとともに、「すべての女性が輝く令和の社会」の実現に向け、「第５次男女共同

参画基本計画（令和２年）」が策定されています。 

神奈川県では、「かながわ男女共同参画推進プラン（第４次）」（平成 30年）が策定され、

職場や家庭、地域など、あらゆる場で男女がお互いに人権を尊重し、一人ひとりが生き生

きと個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて取組みが進められています。 

また、平成 27 年に国連で採択された 2030 年までの持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）で

は、目標５として、「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」

ことが掲げられており、国際的にも女性の参画や平等なリーダーシップの機会の確保が求

められるようになっています。 

さらに、令和元年度から発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会的、経済的

に大きな影響をもたらし、「新たな日常」の実現のため、オンライン勤務など働く時間、場

所が柔軟化していく一方、外出自粛や休業等による生活不安やストレスによる配偶者等へ

の暴力、性暴力の増加・深刻化が懸念されています。 

 

５ 町の現状と課題 

（１）人口と世帯 

本町の人口は、2010 年の 17,972 人をピークに、2015 年は 17,033 人、2020 年は 17,082

人と、近年は微減から微増に転換する傾向で推移しています。男女別人口は 2020年では男

性 8,488人、女性 8,594人で女性が 106人上回っています。 

年齢別人口を見ると、2020年の年少人口は 12.1％、生産年齢人口は 59.5％であり、いず

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（抜粋） 

（都道府県推進計画等） 

第六条 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進

計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
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れもその割合は低下傾向にあります。一方、老年人口は 28.4％であり、1990年に“高齢化

社会”（老年人口７％以上）となってから、2005 年に“高齢社会”(老年人口 14％以上)、

2015年には“超高齢社会”(老年人口 21％以上)となり、急激に高齢化が進んでいます。 

本町の世帯数は 2010 年まで増加し、2015 年は減少に転じています。一方で平均世帯人

数は年々減少傾向にあり、核家族化や少子化、単身世帯の増加が進んでいます。単身世帯

が全世帯に占める割合は、1990 年は 16.37％でしたが、2015 年には 22.09％に上昇してい

ます。 

少子高齢化が進行する中、地域社会の持続的な発展のためには、地域づくりや働く場な

どのさまざまな場面において、性別にかかわりなく、その個性と能力が十分に発揮される

よう男女共同参画社会の推進が重要です。 

 

（２）女性の年齢別就業率の推移 

本町の女性の年齢階級別就業率は、20代前半を除き全体的に上昇しています。また、「25

～29歳」（74.9％）及び「45～49歳」（79.9％）が左右のピーク、「30～34歳」（66.0％）が

底となっていて、出産・育児期に落ち込み、再び増加するＭ字カーブを描いていますが、

年々、底が上昇し、カーブが緩やかになっています。 

なお、全国では「25～29歳」（81.4％）及び「45～49歳」（77.9％）を左右のピーク、「35

～39歳」（72.7％）を底とするＭ字型カーブを描いていることから、更なる女性の職業生活

における活躍を推進する必要があります。 

 

図 本町の女性年齢別就業率の推移 

 
出典：大井町人口ビジョン（令和２年 11 月改訂） 
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（３）審議会等委員における女性の登用状況 

令和３年４月１日現在、本町の審議会等委員において 25.2％を女性が占めており、全国

市町村における審議会等委員に占める女性の割合（27.1％（令和２年））と同程度となって

います。女性の参画が進まない背景には、充て職であったり、専門性が高かったりするた

めに、その職にある女性が少ないこと等の課題がありますが、女性の意見を町政に反映し

ていくために女性の登用を推進していく必要があります。 

 

 委員会数 委員総数 うち女性委員数 女性割合 

令和３年 

（2021年） 
２２ ２３４名 ５９名 ２５．２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男女共同参画とＳＤＧｓ】 

 

ＳＤＧｓとは、Sustainable Development Goals の略で、持続可能な開発目標と訳さ

れます。2015年の国連サミットで採択された、世界が抱える問題を解決し、「誰一人取り

残さない」持続可能でよりよい社会の実現をめざすための世界の共通目標です。各国が合

意した 17の目標と 169のターゲットから構成されています。 

本町では、第６次総合計画において「ＳＤＧｓをふまえた持続可能なまちづくりの推進」

を掲げており、本プランを推進することで、ＳＤＧｓの目標５「ジェンダー※平等を実現

しよう」の達成を図ります。また、男女共同参画の取組みは目標４「質の高い教育をみん

なに」、目標８「働きがいも経済成長も」、目標 10「人や国の不平等をなくそう」及び目標

17「パートナーシップで目標を達成しよう」にも関連しています。 
 

※ ジェンダーとは、男性・女性の社会的な役割の違いによって

形成された性別のことです。性別により生き方やさまざまな

選択が決まってしまうことをなくしていくことがジェンダー

平等です。 
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第２章 プランの基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

本プランの基本理念は「性別にかかわらず誰もがその人らしく暮らすことのできる男

女共同参画社会の実現」とします。男女がお互いに人権を尊重し、性別にかかわりなくそ

れぞれの個性や能力を発揮できる地域社会の形成をめざします。 

 

 

２ 基本目標 

基本理念を実現するため、男女共同参画基本計画及び県男女共同参画計画を勘案する

とともに、これまでの取組状況等をふまえ、次の４つの基本目標を掲げ、具体的な事業を

展開します。 

 

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画の促進 

社会のあらゆる分野に女性の意見を反映させるため、町政における審議会などの政策・

方針決定過程への女性の参画を促進するとともに、地域活動において、男女が共にその能

力を十分に発揮できる環境の整備を促進します。 

 

【施策の方向】 

１ 町政の場における女性の参画の拡大 

２ 女性の能力開発（エンパワーメント）の支援 

３ 国を越えてのパートナーシップの形成 

４ 地域活動における男女共同参画の促進 

 

 

Ⅱ 職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの推進 

男女が共に仕事と家庭、地域活動等を両立し、その個性や能力を発揮できるよう町民及

び事業者へのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に努めるとともに、

育児・介護の支援体制の充実を図ります。 

 

【施策の方向】 

１ 男女の雇用環境の整備 

２ 職業生活における活躍支援 

３ 仕事と家庭生活等との両立支援 

４ 育児・介護のための社会的支援 

５ 男性の家庭への参画の促進 
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Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

配偶者等からの暴力を防止するため、関係機関と連携し、啓発活動や安全確保などの支

援に取り組むとともに、誰もが健やかで生き生きと暮らすことができるよう生涯を通じた

健康支援に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

１ 異性に対するあらゆる暴力の根絶 

２ 生涯にわたる女性の健康づくりの支援 

３ 高齢期における男女の生活支援 

４ 援助を必要とする人の自立支援 

 

 

Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

男女共同参画社会の実現のため、固定的性別役割分担意識の解消に向けた意識改革を行

うとともに、学校教育・生涯学習等を通じた男女共同参画の推進を図ります。また、性的

マイノリティなどの人権侵害についても気付き、理解できるような機会を提供します。 

 

【施策の方向】 

１ 男女共同参画の意識づくり 

２ 学校教育における男女共同参画の推進 

３ 家庭や地域での男女共同参画の推進 

４ 多様な性のあり方への理解の促進 

 

 

  



7 

３ プランの体系 

 

基本

理念 

基本目標 

 
施策の方向 

 主要施策 

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現 

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画の促進 

 

１ 町政の場における女性の参画の拡大 

 

・町の審議会等委員への女性の積極的な登用 

・町における女性職員の登用促進 

・男女共同参画の視点に立った情報の収集 

２ 女性の能力開発（エンパワーメント）の支援 

 
・女性の人材を育成する機会の充実と情報提供 

・女性の自主的学習等への支援 

３ 国を越えてのパートナーシップの形成 

 
・国際動向の把握と施策への反映 

・国際協調のための交流促進 

 ４ 地域活動における男女共同参画の促進 

  
・男女共同参画の視点に立った地域行事・活動の推進 

・男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

Ⅱ 職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの推進 

 

１ 男女の雇用環境の整備 

 

・労働・雇用に関する法律の普及 

・団体・事業所への啓発 

・就業における母性保護の推進 

２ 職業生活における活躍支援 

 

・就業と起業に関する情報の提供 

・職業能力の開発・向上への支援 

・女性労働相談の体制整備 

３ 仕事と家庭生活等との両立支援 

 ・仕事と育児・介護を両立するための職場環境づくり 

４ 育児・介護のための社会的支援 

 
・子育て環境の整備 

・介護を社会で支える環境づくり 

  ５ 男性の家庭への参画の促進 

  ・家事・育児・介護への男女共同参画の推進 



8 

Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

 

１ 異性に対するあらゆる暴力の根絶 

 
・異性に対する暴力を根絶するための啓発 

・被害者救済の取組みの促進 

２ 生涯にわたる女性の健康づくりの支援 

 

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発 

・母性保護の啓発 

・妊産婦、乳児の健康診査・相談の充実 

・心身の健康保持・増進のための環境整備 

３ 高齢期における男女の生活支援 

 
・高齢期の健康づくり・生きがいづくり支援 

・高齢期の男女共同参画の意識啓発 

 ４ 援助を必要とする人の自立支援 

  
・ひとり親家庭等への助成 

・バリアフリーの環境整備と障がい者の社会参加の推進 

Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

 

１ 男女共同参画の意識づくり 

 
・町政における男女共同参画の視点に立った施策・事業の見直し 

・男女共同参画啓発週間の啓発 

２ 学校教育における男女共同参画の推進 

 
・ジェンダー・フリー教育の推進 

・男女平等をめざす取組みの拡大 

３ 家庭や地域での男女共同参画の推進 

 

・男女平等意識を育てる家庭教育の推進 

・家族共同学習の推進 

・男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 

４ 多様な性のあり方への理解の促進 

 ・性的マイノリティへの理解促進・支援 
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第３章 プランの内容 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画の促進 

 

Ⅰ－１ 町政の場における女性の参画の拡大 

 

【現状と課題】 

男女共同参画社会を実現していくためには、社会のあらゆる分野で、男女が共に参画し、

意見や考え方を政策・方針に反映させることが重要です。町においても、審議会等委員へ

の女性登用率の向上や女性職員の能力開発やキャリア形成など、積極的に取組みを進めて

いく必要があります。 

 

主要施策「町の審議会等委員への女性の積極的な登用」 

取組（所管課） 内  容 

・審議会等への女性委員

登用推進及び人材情報

の収集 

（全課） 

各分野で活躍する女性の人材情報を収集整理するこ

とにより、各種審議会などへの女性委員の登用促進、

女性委員ゼロ審議会等の解消に努めます。また、同一

人物への過度な重複任命の是正を図ります。 

 

主要施策「町における女性職員の登用促進」 

取組（所管課） 内  容 

・女性職員の職域拡大及

び意向調査の実施 

（総務課） 

意向調査を実施するとともに、メンター制度等の活

用により、相談しやすい環境の整備に努めます。 

・管理職研修の実施 

（総務課） 

管理職がジェンダーにとらわれず、職員の能力を公

平に評価できるよう研修を実施します。 

・女性職員の管理職への

登用促進及び交流事業

や研修会への派遣 

（総務課） 

すべての女性職員がキャリア形成に必要なスキルを

身につけられるよう、能力向上を支援するための研

修に毎年派遣するとともに、適材適所の人事、適正な

人員配置等を通じて女性の登用に取り組みます。 
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主要施策「男女共同参画の視点に立った情報の収集」 

取組（所管課） 内  容 

・定期的調査と関連資料

の収集 

（協働推進課） 

女性参画の進行状況などを定期的に調査し、点検し

ます。また、先進的な自治体の事例などを研究し、情

報収集に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国際社会における日本の男女共同参画の推進状況】 

 

2020年に国連開発計画（ＵＮＤＰ）が発表した「人間開発報告書 2020」によると、日

本はジェンダー開発指数（ＧＤＩ）※は 167 か国中 55 位、ジェンダー不平等指数（ＧＩ

Ｉ）※は 162か国中 24位となっています。一方、世界経済フォーラムが 2021年に発表し

たジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）※は、156か国中 120位となっており、健康や教

育では高い水準にあるものの、政治や経済における意思決定に参加する機会等について

は、国際的に見ると男女間の格差が大きいことが指摘されています。 

 

※ジェンダー開発指数：ＧＤＩ（Gender-related Development Index） 

国連開発計画（ＵＮＤＰ）による指数で、人間開発の３つの基本的な側面である健康、知識、生

活水準における女性と男性の格差を測定し、人間開発の成果におけるジェンダー・ギャップを表

しています。 

 

※ジェンダー不平等指数：ＧＩＩ（Gender Inequality Index） 

国連開発計画（ＵＮＤＰ）による指数で、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）、

エンパワーメント、労働市場への参加の３つの側面における達成度の女性と男性の間の不平等を

表しています。 

 

※ジェンダー・ギャップ指数：ＧＧＩ（Gender Gap Index） 

世界経済フォーラムによる指数で、経済、教育、保健、政治の分野毎に各使用データをウェイ

ト付けして算出し、性別による格差を表しています。 
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Ⅰ－２ 女性の能力開発（エンパワーメント）の支援 

 

【現状と課題】 

 あらゆる分野で女性の参画が推進できるよう、まずは女性自身が自立した個人としての

意識をもち、その能力を十分に発揮していくことが重要です。このため、女性の潜在的な

能力を引き出すような学習機会を設け、人材育成に取り組んでいきます。 

 

主要施策「女性の人材を育成する機会の充実と情報提供」 

取組（所管課） 内  容 

・人材育成講座の開催及

び図書の充実 

（生涯学習課） 

地域の人材を活用し、講座を開催するとともに、人材

の育成に努めます。 

また、図書館において関連する図書や資料の情報提

供に努めます。 

 

主要施策「女性の自主的学習等への支援」 

取組（所管課） 内  容 

・講師等人材情報の提供

及び出前講座の開催 

（生涯学習課） 

町民が自主的に生涯学習に取り組めるようニーズに

合わせた出前講座の開催や多様な広報媒体を介した

周知を行い、学習機会の提供に努めます。 

・女性団体等への学習支

援 

（生涯学習課） 

（地域振興課） 

生涯学習センターでの資料の配架・掲示や生涯学習

情報誌を発行など、女性団体等の学習活動を支援す

るとともに、育成を図ります。 
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Ⅰ－３ 国を越えてのパートナーシップの形成 

 

【現状と課題】 

男女共同参画の推進は、国際社会における動向と密接に関連していることをふまえ、世

界の状況にも視野を広げ、時代に応じた取組みについて情報を収集し、施策に反映してい

く必要があります。また、日本人と外国人が互いの文化を尊重し、誰もが暮らしやすいま

ちにしていくために、国際交流を推進します。 

 

主要施策「国際動向の把握と施策への反映」 

取組（所管課） 内  容 

・国や県等との情報共有 

（協働推進課） 

国際的な動向やこれに対応する国、県などの取組状

況の把握に努め、関係機関と連携しながら町の施策

に反映していきます。 

 

主要施策「国際協調のための交流促進」 

取組（所管課） 内  容 

・外国語教室等の国際理

解教育の充実 

（教育総務課） 

ＡＬＴ（外国語指導助手）が幼稚園、小学校、中学校

の訪問を効率的に実施することで、外国語に触れる

機会を増やし、コミュニケーションのとり方や外国

の文化に対する理解を深めます。 

・英語版案内表示の設置

事業の推進 

（総務課） 

庁舎内案内板などに外国語表記をつけることを検討

します。 
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Ⅰ－４ 地域活動における男女共同参画の促進 

 

【現状と課題】 

 地域の中で生き生きと暮らしていくためには、地域行事や趣味、ボランティア活動など、

あらゆる活動に性別にかかわりなく参加できるよう環境を整備することが大切です。 

また、近年は大規模な自然災害が頻発しており、避難所の開設、運営、環境整備など、

地域の防災力の向上をはじめ、女性と男性のニーズの違いなどに配慮した対応が求められ

ています。このため、女性の視点を取り入れた避難所や自主防災組織の運営を進めるなど、

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の整備が必要です。 

 

主要施策「男女共同参画の視点に立った地域行事・活動の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・地域行事やふれあい交

流事業の促進 

（全課） 

性別や年代、障がいの有無を問わず、地域の誰もが安

心して地域行事に参加できるよう環境づくりに協力

するとともに、交流事業等への参加の促進、機会の提

供を図ります。 

・自治会、ＰＴＡ連絡協

議会等への支援 

（協働推進課） 

（生涯学習課） 

自治会やＰＴＡ連絡協議会などへの支援を通じて、

男女共同参画の視点に立った地域活動の活性化を図

ります。 

・地域情報の収集、提供 

（協働推進課） 

（生涯学習課） 

男女が共に参画し、地域・社会活動の活性化を図るよ

う地域情報を収集し、提供します。 

・ボランティアへの活動

支援及び登録制度への

充実 

（生涯学習課） 

（福祉課） 

まちづくりに関するさまざまな分野において、ボラ

ンティア活動の支援に努めるとともに、男性の家庭・

地域への参画の促進など、多様な人材を活用できる

よう、ボランティア登録制度の充実を図ります。 

また、国の動きを注視しながらボランティアポイン

ト制度を実施していきます。 
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主要施策「男女共同参画の視点に立った防災対策の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・女性の視点を反映した

避難所運営 

（防災安全課） 

女性の生活環境を良好に保つとともに、女性や子ど

もの安全性を確保し、女性や子育て家庭のニーズに

も配慮した避難所運営に努めます。 

・自主防災組織への女性

の参加促進 

（防災安全課） 

自主防災組織への女性の参加の促進に努めるととも

に、女性リーダーの育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【防災対応力を強化する女性の視点】 

 

災害は自然現象（自然要因）とそれを受け止める側の社会のあり方（社会要因）によっ

て、その被害の大きさが決まると考えられています。自然要因をコントロールすることは

できませんが、社会要因については努力次第で軽減することができます。被害を小さくす

るために、社会要因による災害時の困難を最小限にする取組みが重要です。 

中でも、町民の半分は女性であり、女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分

に配慮し、災害対策に女性の視点を取り入れることで、防災や減災、災害に強い地域社会

の推進が図られます。 
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Ⅱ 職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの推進 

 

Ⅱ－１ 男女の雇用環境の整備 

 

【現状と課題】 

 働きたい人が仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との二者択一を迫られること

なく働き続け、職業能力開発やキャリア形成の機会を得ながらその能力を十分に発揮する

ことができるよう、事業所や関係団体に対して男女の雇用環境づくりを進めていくととも

に各種法制度が十分に活用されるよう普及・啓発を図る必要があります。 

 

主要施策「労働・雇用に関する法律の普及」 

取組（所管課） 内  容 

・男女雇用機会均等法を

はじめとする労働関係

法の普及・啓発 

（地域振興課） 

労働・雇用に関する内容を、広報紙やホームページへ

掲載するとともに、パンフレットの配架などを行い、

普及・啓発に努めます。 

・事業所向けセクシュア

ル・ハラスメント防止・

啓発 

（地域振興課） 

セクシュアル・ハラスメント防止に関する意識の向

上及び防止対策の徹底を図り、適切な対応がなされ

るように周知を行います。 

 

主要施策「団体・事業所への啓発」 

取組（所管課） 内  容 

・性差別表現をなくすた

めの啓発 

（協働推進課） 

職場での性差別的な表現や性的指向及び性自認に関

するハラスメントなどを防止するために、パンフレ

ットの配架等を行い、地域で活動する事業所等への

啓発を図ります。 

 

主要施策「就業における母性保護の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・妊娠時の定期健診受診

の啓発 

（子育て健康課） 

保健師による個別面接を継続し、必要な方へ母性健

康管理指導事項連絡カードの活用を促します。 
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Ⅱ－２ 職業生活における活躍支援 

 

【現状と課題】 

 子育てや介護などによって退職した女性をはじめ、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりサービス業等の接触型産業で働く女性が職を失うなど経済的影響を強く受けたことか

ら、就業を希望する女性に対する就職情報の提供や職業能力の開発などの支援が必要にな

っています。 

 

主要施策「就業と起業に関する情報の提供」 

取組（所管課） 内  容 

・求職情報の提供 

（地域振興課） 

ハローワークや県などの関係機関からの求職情報を

広報紙やホームページにより提供します。 

・起業関連事業、融資制

度等の情報提供 

（地域振興課） 

起業支援や起業関連情報のパンフレット等の配架や

情報提供を行うなど、女性の創業や起業に対する支

援を行います。 

 

主要施策「職業能力の開発・向上への支援」 

取組（所管課） 内  容 

・通信教育、資格試験情

報の提供 

（地域振興課） 

（生涯学習課） 

広報紙やホームページへの掲載、パンフレットの配

架などにより通信教育や資格試験に関する情報等の

周知を図り、職業能力開発や職域拡大のための情報

の提供を行います。 

 

主要施策「女性労働相談の体制整備」 

取組（所管課） 内  容 

・相談体制の充実 

（協働推進課） 

（地域振興課） 

働く女性の職場の悩みなど、さまざまな問題に対応

するため、総合相談などの相談体制を整えるととも

に、神奈川労働局などの関係機関との連携を図りま

す。 
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Ⅱ－３ 仕事と家庭生活等との両立支援 

 

【現状と課題】 

令和３年６月に育児・介護休業法が改正され、令和４年４月から「妊娠・出産の申出を

した労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」や「男性の育児休業取得促

進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設」などが段階的に

施行されます。育児・介護休業法に基づき、男女が協力して育児・介護と仕事を両立でき

るよう、制度の周知や啓発活動に努める必要があります。また、町職員が規範を示すため

に、男性職員の育児休業の取得を促進していきます。 

 

主要施策「仕事と育児・介護を両立するための職場環境づくり」 

取組（所管課） 内  容 

・育児休業取得促進の啓

発 

（協働推進課） 

女性はもとより男性の育児休業の取得促進に向け、

パンフレットの配架などを通じて事業所への周知を

図ります。 

・介護休業取得促進の啓

発 

（協働推進課） 

女性も男性も等しく介護休業・休暇が取得できるよ

う、パンフレットの配架などを通じて事業所への周

知を図ります。 

・育児・介護休業取得促

進 

（総務課） 

育児・介護休業制度の啓発と休暇が取りやすい体制

づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ワーク・ライフ・バランスの推進】 

 

男性片働き世帯が多い時代に形成された、長時間労働や転勤等を当然視するいわゆる

「男性中心型労働慣行」や固定的な性別役割分担意識を背景に、家事・育児・介護等の多

くを女性が担っている実態があり、その結果、女性が働く場において活躍することが困難

になる場合が多いことが指摘されています。 

人生 100年時代の到来に伴い職業人生が長くなる今後においては、仕事中心の現役生活

から引退して仕事のない老後生活へ移行するという発想ではなく、若いときからワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を図り、息の長い現役生活を送っていくことが重

要になります。 
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Ⅱ－４ 育児・介護のための社会的支援 

 

【現状と課題】 

 働く女性にとって育児・介護は大きな問題となっています。「子育ては母親でなければ」

や「介護は女性の役割」といった固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス

（無意識の思い込み）により、責任を一人で背負い、孤立感や不安感を持っている女性も

少なくありません。子育てや介護は単に一家族の問題としてとらえるのではなく、地域全

体で支え合い、担っていくことで身体的・精神的負担の軽減を図ることが重要です。 

 

主要施策「子育て環境の整備」 

取組（所管課） 内  容 

・子育て支援体制の充

実、整備 

（子育て健康課） 

（教育総務課） 

家庭や社会を取り巻く環境の変化と保護者や地域の

方々の多様なニーズに応えるため、保育所・幼稚園の

子育て支援体制の充実、整備を図ります。 

・乳児保育、障がい児保

育の充実と一時保育、

延長保育の充実 

（子育て健康課） 

地域に情報を発信し、一時保育などの制度をより多

くの町民が利用できる体制を図ります。 

・赤ちゃん健康相談の充

実と親同士の交流会へ

の支援 

（子育て健康課） 

乳幼児期における発育や発達の確認のほか、育児、母

乳、栄養相談などを実施します。また、親同士の交流

事業では、親子の交流や遊びを通じて成長を見守り

ます。 

・指導者研修及びコミュ

ニティクラブの充実 

（子育て健康課） 

指導者研修の充実とコミュニティクラブの充実を図

ります。 

・児童図書の充実 

（生涯学習課） 

児童図書を充実させるとともに、広報紙で新刊図書

を、図書館のホームページでおすすめの本（「読んで

みない？こんな本」）を紹介します。 

・読み聞かせ事業の充実 

（生涯学習課） 

ボランティアとの協働により、毎週土曜日におはな

し会を開催します。また、読書ボランティア養成講座

を実施します。 

 

 

 

 



19 

主要施策「介護を社会で支える環境づくり」 

取組（所管課） 内  容 

・介護保険制度への理解

と利用の促進 

（福祉課） 

３年ごとの見直し時に介護保険事業計画に基づき介

護サービス提供体制を整備し、制度への理解と利用

促進に努めます。 

・居宅支援事業所、居宅

サービス提供事業所と

の連携 

（福祉課） 

居宅介護支援事業所連絡会や地域ケア会議を開催

し、連携を図ります。 

・地域支援事業の充実 

（福祉課） 

地域の実情に合わせた事業の充実を図ります。 

・家族介護教室の充実と

男性参加の推進 

（福祉課） 

家庭における介護が、行う側も受ける側もより快適

となるよう家族介護教室の充実を図るとともに、男

性の積極的な参加を推進します。 

・家族介護者交流事業の

推進 

（福祉課） 

介護に関する情報提供を図り、介護者の心の負担を

軽減するよう交流事業を推進します。 

・介護サービスを担う人

材の資質向上への支援 

（福祉課） 

事業所対象の研修会を開催したり、随時相談に応じ、

介護サービスを担う人材の資質の向上に努めます。 

・高齢者福祉総合相談窓

口の充実 

（福祉課） 

地域包括支援センターを中核として、関係機関と連

携しながら、柔軟な相談体制の充実に努めます。 

・インターネットやパン

フレットによる情報提

供 

（福祉課） 

介護保険制度や介護保険サービス、高齢者福祉サー

ビスに関する情報提供を充実します。 
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Ⅱ－５ 男性の家庭への参画の促進 

 

【現状と課題】 

 平成 28年社会生活基本調査によると、６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時

間（週全体平均・１日当たり）は、神奈川県では妻が約８時間であるのに対し、夫は１時

間 15 分であり、また、夫の家事行動率※は 14.2％、育児行動率は 21.8％となっています。

共働き世帯が多い中で、女性に仕事・家事・育児など多くの負担が集中しています。男女

共同参画を推進するため、男性の意識改革が必要であり、家事や育児などへの参加を促進

する環境づくりが求められています。 

 

※行動率…該当する種類の行動をした人の割合 

 

主要施策「家事・育児・介護への男女共同参画の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・家庭内ジェンダー・フ

リーの啓発 

（協働推進課） 

家事・育児・介護における固定的な性別役割分担意識

を解消するとともに、アンコンシャス・バイアスによ

る悪影響が生じないよう、広報紙やパンフレットの

配架等により男女双方の意識改革と理解促進を図り

ます。 

・各種教室、講座の開催 

（子育て健康課） 

（福祉課） 

男女が共に参加するよう身近で生活に密着した講座

の開催などを通じて、男性の家庭生活への参加を促

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【アンコンシャス・バイアス】 

 

アンコンシャス・バイアス（unconscious bias）とは、「無意識の思い込み・偏見」と訳

され、自分自身が気付いていないものの見方や捉え方のゆがみ・偏りを意味します。 

アンコンシャス・バイアスは過去の経験や、見聞きしたことに影響を受けて、自然に培

われていくため、誰でも持っているものであり、それ自体に良し悪しはありません。しか

し、アンコンシャス・バイアスに気づかずにいると、そこから生まれた思考・言動によっ

て、「性別で任せる仕事を決めてしまう」など、知らず知らずのうちに、キャリアに影響を

及ぼしたり、相手を傷つけたり、また自分自身の可能性を狭めてしまう等、さまざまな問

題につながる可能性があるため、注意が必要です。 
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Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

 

Ⅲ－１ 異性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

【現状と課題】 

 配偶者等からの暴力は、被害者の多くが女性で重大な犯罪となるケースもあり、決して

許されるものではありません。令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、ＤＶや性暴力の増加・深刻化が懸念されています。また、近年は男性の被害者も増加

しており、人権問題として重要な課題となっています。 

異性に対するあらゆる暴力被害が潜在化しないよう、全国共通短縮番号「＃8008（はれ

れば）」などの相談体制を周知し、関係機関との緊密な連携を図りながら被害者支援に取り

組む必要があります。 

 

主要施策「異性に対する暴力を根絶するための啓発」 

取組（所管課） 内  容 

・広報紙やインターネッ

ト等による異性への暴

力防止の啓発 

（協働推進課） 

夫婦間・パートナー間の暴力（ＤＶ）は、被害者を身

体的にも精神的にも傷つける重大な人権侵害である

ことを広報紙などで啓発し、被害の防止を図ります。 

・相談窓口の周知 

（協働推進課） 

ＤＶ相談ナビ「#8008（はれれば）」や性犯罪・性暴力

被害者のためのワンストップ支援センター「#8891

（はやくワンストップ）」、かながわＤＶ相談ＬＩＮ

Ｅなどの相談窓口について、広報紙やホームページ

への掲載、パンフレットの配架等によって周知しま

す。 

 

主要施策「被害者救済の取組みの促進」 

取組（所管課） 内  容 

・ＤＶに関する相談体制

の充実及び一時保護事

業の実施 

（協働推進課） 

（福祉課） 

県や民間団体など関係機関と連携をとりながら、Ｄ

Ｖ被害や自立への相談体制の充実を図ります。 

また、研修等に参加し、理解や知識を深めるよう努め

ます。 

・担当職員研修の実施 

（協働推進課） 

意図せず相談者への二次被害を生じさせることがな

いよう担当職員のジェンダー研修を取り入れます。 
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Ⅲ－２ 生涯にわたる女性の健康づくりの支援 

 

【現状と課題】 

 女性は妊娠・出産などのライフサイクルを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面し

ます。リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の保障、女性

の生涯を通じた健康の保持・増進を支援するため、男女が互いの性や心身の健康に関して

正確な知識や情報を得ることが重要です。 

 

主要施策「リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発」 

取組（所管課） 内  容 

・各種保健講座における

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツの啓発 

（子育て健康課） 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識が

浸透するよう、各種保健講座などを通じて啓発しま

す。 

・性教育等の充実 

（教育総務課） 

さまざまな情報が手軽に得られる状況であるからこ

そ、正しい知識を定着していくために、性教育や薬物

乱用防止指導の充実を図ります。 

 

主要施策「母性保護の啓発」 

取組（所管課） 内  容 

・母子健康手帳の交付 

（子育て健康課） 

保健師による個別面接を継続し、必要な方へ母性健

康管理指導事項連絡カードの活用を促します。 

・エンジョイ！マタニテ

ィ 

（子育て健康課） 

具体的な育児についてのイメージを持ち、両親が親

としての役割を学べるよう各種教室を開催し、意識

啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リプロダクティブ・ヘルス／ライツ】 

 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツは、「性と生殖に関する健康と権利」と訳され、女性

の重要な人権の一つとして国際的に認識されています。 

性と生殖のすべての側面において、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを

指し、性の問題、思春期の問題、妊娠、出産、中絶、避妊、不妊、性感染症、更年期障害

など、女性の生涯にわたる健康の問題に対応し、健康を確保することを意味します。 
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主要施策「妊産婦、乳児の健康診査・相談の充実」 

取組（所管課） 内  容 

・妊婦栄養教室の開催 

（子育て健康課） 

栄養士による妊婦に対する栄養指導をエンジョイ！

マタニティにて行い、個別の栄養相談を勧めていき

ます。また、利用してもらえるよう周知を図ります。 

・新生児訪問指導の充

実、実施 

（子育て健康課） 

産後サービスを充実させ、継続したフォローを行い

ます。 

・育児交流事業の支援 

（子育て健康課） 

育児の悩みの解消に向けて、交流事業の支援を行い

ます。 

・健診後のフォロー教室

の実施 

（子育て健康課） 

妊娠期から継続して相談ができる体制の整備、発達

に支援の必要な子どもへの継続的な相談・支援体制

を整えます。 

 

主要施策「心身の健康保持・増進のための環境整備」 

取組（所管課） 内  容 

・心身の健康づくり事業

の推進及び保健事業の

基盤整備 

（子育て健康課） 

関係機関との連携を図り、心の健康づくり事業を充

実させ、健康増進計画に基づき、保健事業の基盤整備

を行います。 

・基本健康診査、各種が

ん検診の受診奨励 

（子育て健康課） 

自らの健康は自らが守る意識づくりを身につける講

座を勧めるとともに、基本健康診査、各種がん検診の

積極的な受診奨励を実施します。 

・生活習慣病予防セミナ

ー及び一般健康相談の

充実 

（子育て健康課） 

教育・相談を継続して実施するとともに、多くの方が

参加できるよう周知を効果的に行います。 

・各種健康事業の充実 

（子育て健康課） 

町民が参加しやすい事業の場を提供していきます。 
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Ⅲ－３ 高齢期における男女の生活支援 

 

【現状と課題】 

 本町の老年人口は 28％を超え、超高齢社会(老年人口 21％以上)を迎えています。多くの

町民が地域で生き生きと暮らしていくために、高齢期において、一人ひとりが自分らしい

生き方を自由に選択できるよう、男女共同参画への理解を進め、生きがいを持って、いつ

までも自立した生活を送れるように支援する必要があります。 

 

主要施策「高齢期の健康づくり・生きがいづくり支援」 

取組（所管課） 内  容 

・介護予防・生活支援サ

ービス事業の充実 

（福祉課） 

要介護状態になることを予防するための事業を推進

し、高齢者ができる限り在宅で過ごせるよう支援し

ます。また、ひとり暮らし高齢者などへの支援につい

ては民生委員児童委員と連携し、把握に努めます。 

 

主要施策「高齢期の男女共同参画の意識啓発」 

取組（所管課） 内  容 

・おーい元気会や学びお

おいサポート等の充実

と男女共同参画意識啓

発 

（福祉課） 

（生涯学習課） 

高齢者が参加できる各種講座・教室の開催を検討、継

続します。また、男女問わず楽しく学習できる機会を

周知し、男女共同参画への意識啓発を図ります。 

 

  



25 

Ⅲ－４ 援助を必要とする人の自立支援 

 

【現状と課題】 

女性は育児や介護などによる就業の中断や就業調整の結果により、男性よりも経済的基

盤が弱い傾向があり、特に母子世帯は経済的に不安定な状況に置かれています。また、障

がいのある方など、さまざまな困難を抱えた方に支援や情報が行き届くよう取組みを進め

る必要があります。 

 

主要施策「ひとり親家庭等への助成」 

取組（所管課） 内  容 

・医療費助成事業等の充

実 

（子育て健康課） 

ひとり親家庭などに対し、生活の安定と自立を支援

するとともに、ひとり親家庭などの福祉の増進を図

るため、医療費の一部（自己負担分）を助成します。 

 

主要施策「バリアフリーの環境整備と障がい者の社会参加の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・「声の広報」による広報

提供の充実 

（協働推進課） 

すべての町民が行政情報の提供を受けられるよう、

ボランティアの協力のもと、情報のバリアフリーを

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【男女共同参画における新型コロナウイルス感染症の影響】 

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出により、サービス業等の接触型産業は強

く影響を受け、非正規雇用労働者を中心に雇用情勢が急速に悪化しました。また、令和２

年度に全国の配偶者暴力相談支援センターとＤＶ相談プラスに寄せられたＤＶ相談件数

は前年度比で約 1.6倍に増加し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センタ

ーへの相談件数も前年度比で約 1.2倍に増加しています。 

同時に、経済的・精神的ＤＶ、ひとり親世帯の貧困等もコロナ下で可視化され、令和２

年 12 月に閣議決定された第５次男女共同参画基本計画において「今ほど男女共同参画の

視点が求められている時代もない」と指摘されているように、ジェンダー不平等に対する

問題意識が全国的に高まっています。 
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Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

 

Ⅳ－１ 男女共同参画の意識づくり 

 

【現状と課題】 

 男女共同参画社会の形成に向けて、行政にあっては、あらゆる施策・事業のあり方を男

女共同参画の視点に立って、見直していくことが必要です。また、こうした点検や検討に

は男女の偏りがないよう留意するとともに、町民などと協働して推進することが重要です。 

 

主要施策「町政における男女共同参画の視点に立った施策・事業の見直し」 

取組（所管課） 内  容 

・男女共同参画の視点か

らの施策・事業の見直

し 

（全課） 

町の施策・事業が男女に偏ったものとなっていない

か随時確認するとともに、行政文書や帳票類につい

ても男女共同参画の視点を意識し、表現に配慮する

よう努めます。 

・職員研修の充実 

（総務課） 

職員研修により男女平等意識の普及・啓発に努め、施

策等の点検を推進します。 

 

主要施策「男女共同参画啓発週間の啓発」 

取組（所管課） 内  容 

・男女共同参画啓発週間

の啓発 

（協働推進課） 

男女共同参画啓発週間について、広報紙等に掲載し、

男女共同参画の重要性や課題などの普及・啓発に努

めます。 
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Ⅳ－２ 学校教育における男女共同参画の推進 

 

【現状と課題】 

固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスが男女共同参画社会を阻害する

要因のひとつとなっています。早い時期から男女共同参画への意識を育み、性別にかかわ

らず、それぞれの個性と適性に応じた人生設計を行うことができるよう、子どもに対する

意識啓発に取り組みます。 

 

主要施策「ジェンダー・フリー教育の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・男女平等教育の推進 

（教育総務課） 

さまざまな教育活動をとおして、人権教育や男女平

等の視点に立った教育を進めるとともに、子どもが

主体的に学び、考え、行動する姿勢の育成に努めま

す。 

・ジェンダー・フリー教

育の推進 

（教育総務課） 

学校生活において固定的な性別役割分担意識やジェ

ンダーを意識した言動が行われないよう、子どもの

発達段階に応じたジェンダー・フリー教育を推進し

ます。 

 

主要施策「男女平等をめざす取組みの拡大」 

取組（所管課） 内  容 

・ジェンダー・フリー教

育を取り入れた教職員

研修の充実 

（教育総務課） 

さまざまな不安や悩みを抱えている児童・生徒がい

る現状から、ジェンダー・フリーや性的マイノリティ

の理解について更なる定着が図れるよう、研修内容

の充実に努めます。 

 

  

【子ども・若年層への性暴力の多様化】 

 

交際相手からの暴力をデートＤＶと言い、未成年者同士であってもＤＶの加害者や被害

者になることがあります。また、10代・20代に対する性暴力の手口が巧妙になっており、

国では令和３年から毎年４月を「若年層の性暴力被害予防のための月間」と定め、被害を

防止するための意識啓発や相談窓口の周知を行っています。 

男女共同参画社会の推進のため、ＤＶや性暴力の防止についても、教育の充実を図る必

要があります。 
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Ⅳ－３ 家庭や地域での男女共同参画の推進 

 

【現状と課題】 

 男女共同参画の視点に立った家庭教育は、まず親自身が家族・家庭のあり方について考

え、家族間で学び合うことが大切です。子どもの可能性を性別で狭めることのないよう、

十分な配慮と話し合いを行い、固定的な性別役割分担意識の解消や男女平等意識を高める

ような学習機会が重要となります。 

 また、生活の場である地域社会において、男女ともさまざまな活動に主体的に参加し、

活動を通じて男女共同参画社会の意義に気付くことができるよう、誰もがいつでも学べる

生涯学習の環境づくりが必要です。 

 

主要施策「男女平等意識を育てる家庭教育の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・家庭教育に関する講座

の開催 

（生涯学習課） 

家庭における固定的な性別役割分担意識を払拭し、

男女平等意識を高める家庭教育を推進します。 

また、学習機会の設定については、時間帯、内容な

ど、男性の参加を促すような工夫をしていきます。 

 

主要施策「家族共同学習の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・家族及び家族間交流に

より男女が共に家庭生

活を担う学習機会の提

供 

（生涯学習課） 

男女が共に参加できるよう創意工夫に努め、体験学

習、生涯学習センターの事業などを通じて親子のふ

れあい、家族同士の交流、共同体験などの機会を提供

し、家庭づくりを学び合える環境をつくり、男女が共

に家庭を担う学習機会を提供します。 

 

主要施策「男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進」 

取組（所管課） 内  容 

・生涯学習への男女共同

参画の視点の反映 

（生涯学習課） 

生涯学習情報誌により町内活動団体等の情報を提供

することで、男女が共に参画し、地域・社会活動の活

性化を推進します。 

・出前講座の開催 

（生涯学習課） 

出前講座の開催などにより、身近に男女共同参画に

ついて学習できる環境を整備します。 
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Ⅳ－４ 多様な性のあり方への理解の促進 

 

【現状と課題】 

「生まれついた性別に違和感がある人」や「恋愛対象が同性である人」などを性的マイ

ノリティと言います。多数派である「戸籍上の性別と性自認が一致し、異性愛者である人」

と比べて少数派（マイノリティ）であることから、性的マイノリティの方は周囲の理解不

足や偏見などにより、社会の中でさまざまな困難に直面しています。 

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現に向けて、性的マイノリティについての正しい情報の提供を行うとともに、理解促

進のための啓発活動に取り組む必要があります。 

 

主要施策「性的マイノリティへの理解促進・支援」 

取組（所管課） 内  容 

・パートナーシップ宣誓

制度の運用 

（協働推進課） 

性的マイノリティ等の生き方を後押しするため、宣

誓した当事者とパートナーに対し「パートナーシッ

プ宣誓書受領証」を交付します。また、制度について

周知することで、多様な性の尊重、人権への配慮につ

いて普及啓発します。 

・パートナーシップ宣誓

制度に係る自治体間連

携の推進 

（協働推進課） 

パートナーシップ宣誓制度の効果的な運用を図るた

め、近隣自治体と連携し、誰もがその人らしく暮らす

ことのできる地域社会の推進に取り組みます。 

・性的マイノリティへの

理解の促進 

（協働推進課） 

人権課題のひとつとして、講演会や広報紙、ホームペ

ージ等により、性的指向や性自認等を理由とする差

別・偏見についての啓発活動に取り組みます。 

・国民健康保険証及び介

護保険被保険者証等の

表記変更 

（町民課） 

（福祉課） 

生きづらさの解消を図るため、性同一性障害を有す

る方が、性別を表面に記載することを望まない場合

や普段使用している名前（通称名）を表面に記載する

ことを望む場合に表記の変更を行います。 

・申請書等における性別

欄の見直し 

（全課） 

性の多様性を尊重し、誰もが安心して公共サービス

を受けられるよう、本人に性別の記載を求める申請

書等について、性別欄の削除や自由記述とするなど、

必要性を検討の上、随時見直しを行います。 
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第４章 プランの推進 

 

１ 推進体制 

本プランを推進するためには、町民が男女共同参画社会の推進を自分事として捉え、「固

定的な性別役割分担意識」や「アンコンシャス・バイアス」などの意識を変えていくこと

が重要です。町民や団体、事業所等に本プランの周知を図り、連携しながら男女共同参画

社会の実現をめざしていきます。 

また、庁内の推進体制について、関係各課との連携、調整を図りながら総合的に本プラ

ンを推進します。 

 

２ 進行管理 

本プランの進行管理にあたっては、町民や学識経験者などで構成する「大井町男女共同

参画社会推進委員会」において、本プランの推進に関する事項について意見を聴き、町民

と行政が一体となって取組みを推進します。 

また、町の男女共同参画の現状や課題を把握し、施策への反映を図るとともに、社会的、

経済的な変化に伴い必要に応じて見直しを行います。 
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